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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
六
三
年
二
月
二
六
日
(
金
)

「
製
造
物
責
任
|
|
カ
ナ
ダ
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」

報

告

者

森

島

昭

夫

氏

(
名
古
屋
大
学
教
授
)

こ
の
法
学
会
で
は
、
名
古
屋
大
学
法
学
部
の
森
島
昭
夫
教
授
を
迎
え
て
、

製
造
物
責
任
に
関
す
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
で
の
最
近
の
動
向

に
つ
い
て
、
お
話
を
い
た
だ
い
た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
最
近
の

動
向
と
し
て
、
製
造
物
責
任
に
関
す
る
判
例
が
厳
格
に
進
み
過
ぎ
た
結
果
、

製
造
物
責
任
の
支
払
い
責
任
保
険
の
保
険
料
が
過
大
と
な
り
、
ま
た
、
保

険
会
社
も
引
受
を
た
め
ら
う
た
め
、
企
業
に
と
っ
て
の
負
担
が
大
き
く

な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
、
製
造
物
責
任
に
よ
る
危
機
(
官
。
門
吉
♀

r
E
z
-
-
々

円
ユ
田
町
)
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
法

に
つ
い
て
も
、
全
体
と
し
て
強
化
の
方
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

O
昭
和
六
三
年
五
月
二
七
日
(
金
)

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
裁
判
訴
訟
と
調
停
と
の
関
係
」

報

告

者

元

村

浩

氏
(
コ
ロ
ラ
ド
大
学
助
教
授
)

内
容
は
本
号
に
資
料
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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